
医療 DX推進体制整備加算について 

 当院では、国の施策により、医療ＤＸの推進のためオンライン資格確認を導入しておりま

す。今後はマイナンバーカード利用の拡大にともない、医療機関同士の連携による適切な診

療や、薬剤の重複防止・相互作用の確認等を推進することで、より安全で質の高い医療を提

供できるよう努めてまいります。 

 

〇問診票への記入について 

 マイナンバーカードによる保険証利用により、診療情報を医療機関同士で 

連携できるよう、情報取得に同意をお願いさせていただいております。 

 

〇診療情報を取得・活用する効果について 

薬剤情報を取得することにより、同じ効果の薬剤を重複して処方しないよう防止することが

可能になります。また、投薬内容から患者様の病態を適切に把握することができ、必要に応

じて健康診断情報等も確認することによって、適切な医療に活用致します。 

 

 

⚫ オンライン請求を行っていること。 

⚫ オンライン資格確認を行う体制を有していること。 

⚫ 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は

処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。 

⚫ 電子処方箋を発行する体制・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制（導入予定） 

⚫ マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。 

⚫ 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取

得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示

していること。 

⚫ 掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 
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